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「振り込め詐欺」などにご注意を！

　給付金のために、市役所や厚生労働省などが、次の

ようなことをお願いすることはありません。不審に

思ったら、すぐに市役所にお問い合わせください。

▼ＡＴＭ（銀行・コンビニなどの現金自動預払機）の

操作を依頼すること ▼手数料などの振り込みを求

めること ▼申請前に、世帯構成や銀行の口座番号な

どの個人情報を確認すること　など
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平
成
26
年
４
月
か
ら
消
費
税
率
が
８
％
に
引
き
上
げ
ら
れ
た
こ
と
に
伴
い
、

所
得
の
低
い
方
や
子
育
て
世
帯
へ
の
影
響
を
緩
和
す
る
た
め
に
、臨
時
福
祉
給

付
金
と
子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
金
を
支
給
し
ま
す
。
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支
給
対
象
者
／
26
年
１
月
１
日
時
点
で

狭
山
市
に
住
民
登
録
が
あ
り
、26
年
度

分
の
市
民
税（
均
等
割
）が
課
税
さ
れ
て

い
な
い
方（
表
１
‐
１･

１
‐
２
）

※
課
税
さ
れ
て
い
る
方
に
扶
養
さ
れ
て

い
る
方
や
生
活
保
護
の
受
給
者
な
ど

は
対
象
に
な
り
ま
せ
ん

支
給
額
／
対
象
者
一
人
に
つ
き
１
万
円

※
対
象
者
の
う
ち
、「
臨
時
福
祉
給
付
金

の
加
算
対
象
者
一
覧（
次
ペ
ー
ジ
）」

に
記
載
す
る
年
金
や
手
当
な
ど
を
受

給
し
て
い
る
方
に
は
、対
象
者
一
人

に
つ
き
５
千
円
が
加
算
さ
れ
ま
す

子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
金

支
給
対
象
者
／
次
の
す
べ
て
の
要
件
を

満
た
す
方
▼
26
年
１
月
１
日
時
点
で
狭

山
市
に
住
民
登
録
が
あ
る
方 

▼
26
年

１
月
分
の
児
童
手
当（
特
例
給
付
を
含

む
）を
受
給
し
て
い
る
方 

▼
25
年
中
の

所
得
が
児
童
手
当
の
所
得
制
限
限
度
額

未
満
で
あ
る
方（
表
２
）

支
給
対
象
児
童
／
支
給
対
象
者
の
26
年

１
月
分
の
児
童
手
当（
特
例
給
付
を
含

む
）の
対
象
と
な
る
児
童

※
臨
時
福
祉
給
付
金
の
対
象
と
な
る
児

童
、生
活
保
護
の
受
給
者
と
な
っ
て

い
る
児
童
は
対
象
に
な
り
ま
せ
ん

支
給
額
／
支
給
対
象
児
童
一
人
に
つ
き

１
万
円

支
給
ま
で
の
流
れ

①
６
月
末
日
、支
給
対
象
と
な
る
可
能

性
が
あ
る
方
に
、市
か
ら
申
請
書
を

お
送
り
し
ま
す
。⇦

②
申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、必

要
書
類
と
あ
わ
せ
て
提
出
し
て
く
だ

さ
い（
郵
送
の
場
合
は
、同
封
の
返
信

用
封
筒
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
）。

⇦

③
内
容
を
審
査
の
う
え
、指
定
口
座
へ

給
付
金
を
振
り
込
み
ま
す
。

※
特
別
な
事
情
が
あ
る
方
は
、市
の
窓

口
で
受
け
取
る
こ
と
も
で
き
ま
す

申
請
は
７
月
１
日
か
ら

申
請
期
間

　

26
年
７
月
１
日
㈫
〜
12
月
26
日
㈮（
郵

送
の
場
合
は
、12
月
31
日
の
消
印
ま
で

有
効
）　

※
申
請
期
間
を
過
ぎ
る
と
受

給
で
き
な
く
な
り
ま
す

申
請
方
法

　

申
請
書
な
ど
を
、持
参
か
郵
送
で
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

注 

意 

事 

項

①
26
年
１
月
２
日
以
降
に
狭
山
市
に
転

入
し
た
方
は
、１
月
１
日
時
点
で
住

民
登
録
が
あ
っ
た
市
区
町
村
へ
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

②
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
を
理
由
に
狭
山

市
に
避
難
し
、26
年
１
月
１
日
ま
で

に
住
民
登
録
が
で
き
て
い
な
い
方
で

一
定
の
要
件
を
満
た
す
場
合
は
、事

前
の
申
し
出
に
よ
り
給
付
金
を
受
け

取
れ
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
の
で
、

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
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問合せ

臨時福祉給付金は

 同コールセンターへ☎2955‐2181

 2952‐5125

子育て世帯臨時特例給付金は

 こども課へ内線1534

２つの給付金を重複
して受給することは
できません

26年度分の

市民税は課

税されてい

ますか

26年度分の市民税

が課税されている

方の扶養親族等と

なっていますか

下記加算対象者一覧

の基礎年金･児童扶

養手当等のいずれか

を受給していますか

26年1月分の児童手当等を

受給していますか（中学生

以下の児童がいますか）

25年中の所得は制限

限度額未満ですか

対象ではありません

※保護基準の改定で消費

税率の引き上げによる

負担増に対応しています

対象ではありません

一般的な場合を想定したチャートです。ご不明な点はお問い合わせください。

対象者診断チャート 基準日26年1月1日

生活保護を受

けていますか

スタート 臨時福祉給付金の支

給対象者となる可能

性があります（1人に

つき1万円）

臨 時 福 祉

子育て世帯臨時特例給付

金の支給対象者となる可

能性があります（支給対

象児童1人につき1万円）

子育て世帯

臨時福祉給付金の支給対

象者となる可能性があり

ます（加算を含めて1人に

つき1万5千円）

臨 時 福 祉はい

いいえ いいえ いいえ いいえ

いいえ
いいえ

はい はい

はい はい

はい

　以下のいずれかの年金や手当

などを受給している方には､26

年4月の年金の特例水準解消な

どを考慮し、1人につき5千円を

加算します。詳しくは、お問い合

わせください。

▼老齢基礎年金、障害基礎年金、

遺族基礎年金など ▼児童扶養

手当 ▼特別児童扶養手当 ▼障

害児福祉手当 ▼特別障害者手

当 ▼経過的福祉手当 ▼原爆被

爆者諸手当 ▼毒ガス障害者対

策手当 ▼ガス障害者対策手当 

▼予防接種法に基づく健康被害

救済給付金 ▼新型インフルエ

ンザ予防接種健康被害救済給付

金 ▼医薬品副作用被害救済制

度の副作用救済給付、または生

物由来製品感染等被害救済制度

の感染救済給付

※複数の加算措置に該当する方

の場合も、加算される額は1人

につき5千円です

臨時福祉給付金の加算対象者一覧

（表2）

市民税が課税されない所得水準の目安

区 分
非課税限度額

（年金収入ベース）

単 身
65歳以上  151.5万円

65歳未満  101.5万円

夫 婦
65歳以上  201.9万円

65歳未満  159.2万円

年金所得者　　　　　　　　 （表1-2）

区 分
非課税限度額

（給与収入ベース）

単 身  096.5万円

夫 婦  146.9万円

夫婦･子1人  187.9万円

夫婦・子2人  232.7万円

給与所得者　　　　　 （表1-1）

※ 5人め以降は､1人につき38万円を所得制限
限度額に加算

扶養親族
などの数

所得制限
限度額

限度額目安
（給与収入ベース）

1人 660万円  0875.6万円

2人 698万円  0917.8万円

3人 736万円  0960.0万円

4人 774万円  1002.1万円

児童手当の所得制限限度額

※狭山市における非課税限度額

下記表2

を参照

下記表1-1･

1-2を参照


